
◆いよいよ「ブラック企業」の本格取締りがスタート

◆（１）長時間労働抑制に向けた集中的な取組みの実施

◆（２）しっかりとした相談対応

厚労省が「ブラック企業」の取締りを強化へ

◆（３）職場のパワーハラスメントの予防・解決を推

進

「最低賃金」と「定額残業代」

◆平均で 円の引上げに

平成 年 月号

厚生労働省は、若年労働者等の使い捨てが疑われる企

業（いわゆる「ブラック企業」）が社会問題となってい

ることを受けて、９月に集中的な監督指導を行うことを

発表しました。

具体的には、以下の３つを柱として対策を行っていく

とのことです。

９月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が

行われている疑いのある約 事業所について、重点

的に指導・監督を実施します。

主な重点確認事項については、時間外・休日労働が

協定の範囲内であるかの確認やサービス残業の有無

についての確認があり、これらについて法違反が認めら

れた場合は是正指導が行われます。また、長時間労働者

に対しては、医師による面接指導などの健康確保措置が

確実に講じられるよう指導も行っていくようです。

過労死等事案を起こした、または、脳・心臓疾患等に

係る労災請求が行われたなどの企業等については、再発

防止の取組を徹底させるため、法違反の是正確認後もフ

ォローアップのための監督指導が実施されるようです。

監督指導の結果、法違反の是正が行われない場合は、

是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介

の対象から外すことも決定しており、重大・悪質な違反

が確認された企業については、送検、公表するとしてい

ます。

９月１日には、全国一斉の電話相談を実施し、過重労

働が疑われる企業などに関する相談を踏まえ、法違反が

疑われる企業に監督・指導を行います。９月２日以後も、

「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓

口」で相談や情報を受け付けします。

新卒応援ハローワークでも、情報・相談を受け付け、

労働基準法などの違反が疑われる企業に関しては労働

基準監督署に情報を提供するとしています。

ポータルサイト「あかるい職場応援団」（

）を通じ、パワハラに関する

裁判例を解説したり、パワハラ対策に取り組んでいる

企業を紹介したりします。

また、パワハラ対策の必要性等をわかりやすく説明

したポスター、リーフレット等を作成し、全国の行政

機関等で掲示・配布するとのことです。

最低賃金が引き上げられます。政府は、今年 月頃

に予定している平成 年度改定に合わせて、最低賃金

の額の引上げ方針を固めました。

引上げ幅は全国平均で「 円」が目安とされていま

す。現在の最低賃金（時給）は、全国平均で 円で

すので、 円への引上げになります。今後はこれを

目安に、都道府県ごとの最低賃金が決定されます。

賃金の引上げに向けて、政府は企業の内部留保が投資
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「労働者派遣制度」見直しに関する最新動向

◆最低賃金に関する注意点

◆「定額残業代」の最近の傾向

◆これから定額残業代を導入する場合

◆気になる「 業務」や「派遣期間」の行方は？

◆来年の通常国会に改正法案提出予定

◆制度見直しの“３つの視点”

や賃金に回るような誘導策を導入する方針です。一方、

負担の大きい中小企業に対しては、経営を過度に圧迫し

ない対応も慎重に検討していくとしています。

パートやアルバイトの従業員のみならず、月給制の場

合でも、基本給＋固定的手当の総額を時間単価に直した

場合、その額が最低賃金を下回ると法違反となり罰金が

科される可能性があります。

給与制度にはいろいろなものがありますが、導入して

いる企業も多い「定額残業代制度」には問題点もあるよ

うです。

定額残業代の支払方法には、（１）手当として支払う

方式、（２）基本給などに組み込んで支払う方式などが

あります。ここ数年で日常茶飯事となった感のある未払

残業代訴訟では、これらの支払方法によって、会社側の

主張が認められにくくなる場合があります。

（１）については、就業規則や雇用契約書に定めがあ

れば、裁判でも定額残業代が認められやすい傾向にあり

ます。しかし（２）については特に問題が多く、裁判で

否定されることが多いようです。

新たに定額残業代制度を導入しようとする場合、その

多くは労働条件の不利益変更に該当することになりま

す。その場合は、書面による従業員との明確な合意が必

要です。また、同意を得る前に、従業員に対する説明会

や個別面談を行うなど、導入には周到な準備が必要で

す。加えて、就業規則や雇用契約書などの書式類、残業

管理方法の見直しについて準備しておきましょう。

この報告書素案では、これからの制度検討の基本的

視点として、（１）派遣労働者の保護と雇用の安定、（２）

派遣労働者のキャリアアップ推進、（３）労働者派遣制

度を労使双方にとってわかりやすいものとすること、

が挙げられています。

現行、ソフトウェア開発や通訳、アナウンサーの業

務等の の専門業務（以下、「 業務」）については、

派遣期間の上限が設けられていません。

これについては、専門業務の枠組みをすべて廃止し

たうえで、期間に上限を設けるかどうかは派遣労働者

と派遣元との間で締結される雇用契約によって変えら

れるようにし、有期雇用についてはすべての業務で派

遣期間を「最長３年」とすることが適当とする案が示

されました。

そして、派遣期間については、現在、派遣先の業務

単位で制限が設けられており、同一業務での派遣の受

入れは最長３年とされていますが、これを労働者個人

ごとの期間制限とし、前任者の有無にかかわらず同じ

部署で最長３年まで働けることとする案が示されまし

た。

今後は、公表された報告書素案をもとに 報告書を

作成し、労働政策審議会で労働者派遣法の改正につい

ての詳細を検討したうえで、 年の通常国会に改正

法案を提出することが予定されています。

派遣労働者を利用している事業所にとっては、労働

者派遣制度をめぐる法規制が大きく変更される可能性

がありますので、今後の動向に注目する必要があるで

しょう。

厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関す

る研究会」（以下、「研究会」）は、８月６日に開催された

会合で報告書素案を公表し、今後、労働政策審議会で行

われる見直しの議論の方向性や論点を示しました。
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